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あ
っ
た
。
現
在
、
開
設
し
て
い
る
病
後

児
保
育
室
の
利
用
が
非
常
に
少
な
い
た

め
、
利
用
料
を
減
額
す
る
こ
と
で
、
利

用
の
促
進
と
子
育
て
世
帯
の
経
済
的
・

精
神
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
軽
減
す
る
。

議
案 

№
19
、
20

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
の
上
下
水
道
宅
内

配
管
工
事

問	

災
害
そ
の
他
非
常
の
場
合
と
は
、
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
状
況
を
指
す
の
か
。

答	

大
規
模
な
豪
雨
や
洪
水
、
地
震
な
ど
の

自
然
災
害
の
発
生
の
ほ
か
、
火
災
や
事

故
な
ど
の
突
発
的
な
事
象
に
よ
り
、
個

人
宅
の
上
下
水
道
施
設
の
損
壊
が
広
範

囲
か
つ
多
数
箇
所
で
発
生
し
、
生
活
に

支
障
を
来
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

本
市
に
登
録
し
て
い
る
指
定
工
事
店
の

み
で
は
緊
急
修
理
な
ど
に
対
応
で
き
な

い
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
て
い
る
。

問	

本
市
で
登
録
し
て
い
な
い
業
者
が
入
る

場
合
で
も
、
市
民
が
安
心
で
き
る
品
質

や
安
全
性
を
ど
の
よ
う
に
確
保
し
て
い

く
の
か
。

答	

他
自
治
体
の
指
定
を
受
け
た
、
水
道
法

ま
た
は
下
水
道
法
の
基
準
を
満
た
し
た

業
者
に
限
定
し
て
い
る
の
で
、
安
全
性

は
確
保
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。ま
た
、

市
へ
の
申
請
が
必
要
な
改
造
等
を
行
う

場
合
に
は
、
本
市
の
指
定
工
事
店
と
同

様
の
手
続
き
を
経
る
こ
と
に
な
る
た

め
、
申
請
時
の
審
査
や
完
了
時
の
検
査

を
通
じ
て
、
必
要
に
応
じ
て
指
導
を
行

う
こ
と
で
品
質
確
保
に
努
め
る
。
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議
案 

№
8

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
に
お
け
る

公
園
等
の
設
置
基
準
の
緩
和

問	

な
ぜ
こ
の
時
期
に
条
例
を
定
め
る
こ
と

に
し
た
の
か
。

答	
令
和
7
年
3
月
に
国
土
交
通
省
都
市
局

か
ら
、
開
発
行
為
に
伴
い
設
置
す
る
公

園
等
に
つ
い
て
技
術
的
助
言
の
通
知
が

あ
り
、
こ
の
制
度
は
利
活
用
し
に
く
い

小
規
模
な
公
園
等
や
、
適
切
な
維
持
管

理
が
困
難
な
公
園
等
の
増
加
の
抑
制
に

寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
の
助
言
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
、
本
市
で
も
既

存
制
度
の
活
用
を
検
討
し
、
こ
の
時
期

に
な
っ
た
。

問	

こ
の
開
発
行
為
に
よ
っ
て
今
ま
で
移
管

を
受
け
た
公
園
等
が
あ
る
と
思
う
が
、

現
在
の
管
理
状
況
は
。

答	

開
発
行
為
に
よ
っ
て
移
管
を
受
け
た
も

の
が
約
60
カ
所
で
、公
園
が
約
40
カ
所
、

緑
地
が
約
20
カ
所
と
な
っ
て
い
る
。
管

理
に
つ
い
て
は
、
市
直
営
や
地
元
へ
の

委
託
に
よ
り
管
理
し
て
い
る
が
、
数
も

多
く
、
特
に
緑
地
に
お
い
て
は
維
持
管

理
に
苦
慮
し
て
い
る
。

問	

今
回
の
条
例
制
定
に
よ
り
、
3
千
平
方

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
よ
う
な
開
発
行
為

を
、
今
後
ど
の
よ
う
な
所
で
実
施
を
見

込
ん
で
い
る
か
。

答	

田
原
市
街
地
内
の
低
未
利
用
地
や
市
街

地
編
入
候
補
地
で
あ
る
天
白
地
区
、
古

田
地
区
で
の
開
発
を
見
込
ん
で
い
る
。

議
案 

№
10

子
育
て
部
分
休
暇

問	

本
条
例
に
子
育
て
部
分
休
暇
を
加
え
る

理
由
は
。

答	

本
市
で
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
就
学
前

ま
で
を
対
象
と
す
る
部
分
休
業
の
運
用

に
よ
っ
て
、
育
児
と
仕
事
の
両
立
を

図
っ
て
い
る
が
、
県
内
の
市
町
村
に
お

い
て
、独
自
制
度
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
本
市
に
お

い
て
も
新
た
に
子
育
て
部
分
休
暇
を
創

設
す
る
こ
と
で
育
児
支
援
の
拡
充
を
図

る
と
と
も
に
、
職
員
が
安
心
し
て
職
務

に
従
事
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

問	

既
存
の
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
部
分
休

業
と
、
今
回
の
小
学
校
3
年
生
ま
で
の

子
育
て
部
分
休
暇
と
の
違
い
は
。

答	

従
来
型
の
部
分
休
業
は
、
1
日
当
た
り

2
時
間
ま
で
を
取
得
す
る
第
1
号
育
児

時
間
と
、
令
和
7
年
10
月
1
日
に
新
設

さ
れ
た
、
1
年
に
つ
き
10
日
相
当
の
範

囲
で
自
由
に
取
得
で
き
る
第
2
号
育
児

時
間
の
2
つ
の
形
態
か
ら
選
択
で
き
る

制
度
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
子
育
て

部
分
休
暇
は
、
従
来
型
の
1
日
当
た
り

2
時
間
ま
で
取
得
可
能
な
制
度
を
、
小

学
校
1
年
生
か
ら
小
学
校
3
年
生
ま
で

の
子
を
養
育
す
る
職
員
に
対
象
を
拡
大

し
た
。

問	

対
象
年
齢
を
小
学
校
3
年
生
ま
で
と
し

た
理
由
は
。

答	

子
の
看
護
休
暇
の
対
象
年
齢
が
小
学
校

3
年
生
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
児

童
ク
ラ
ブ
を
利
用
す
る
児
童
が
、
お
お

む
ね
小
学
校
3
年
生
ま
で
で
あ
る
こ
と

を
考
慮
し
た
。
ま
た
、
職
員
の
勤
務
時

間
が
短
縮
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
た
め
、

所
属
へ
の
業
務
の
影
響
も
一
定
程
度
想

定
さ
れ
て
お
り
、
業
務
運
営
と
職
場
環

境
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
っ
た
。
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